
報告事項 3

郡山下ツ道ＪＣＴ地区地区計画案について
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報告事項３　　郡山下ツ道JCT地区 地区計画案について

　本地区は大和郡山市の中心市街地より南東約4キロメートルに位置する市街化調整区

域にあり、奈良県の南北軸の幹線道路である国道24号と、奈良県を東西に横断する西名     平成30年11月 地権者より地区計画要望書の提出

阪自動車道、また、国道24号の上には京奈和自動車道路の建設が進んでおり、それらの

交点である郡山下ツ道ジャンクションに隣接する交通利便性の良い地区です。     平成30年12月 地区計画原案の検討開始

　交通利便性の良い地区という恵まれた状況のもと重点産業誘致ゾーンとして、地区の

活性化を図るとともに周辺地区に配慮した施設等を誘導することにより、地域経済の基     令和元年8月30日 地元自治会役員説明会

盤強化と周辺地区の新たな雇用による地域の活性化を目指します。

    令和元年10月3日 権利者・地元住民説明会

（1）沿道に一部宅地がある他は、大部分     令和元年12月6～19日 原案の権利者縦覧

　　が農地となっている。

（2）良好な耕作状況であるが、後継者不     令和2年3月3日 知事との事前協議（予定）

　　在の農地が多い。 ～5月7日

（3）ジャンクションが近接し、幹線道路

　　の沿道でもあるが、交通の利便性が     令和2年5月中旬 案の公告・縦覧（予定）

　　活かされていない。

    令和2年8月上旬 都市計画審議会（予定）

    令和2年8月下旬 知事との協議（予定）

    令和2年9月上旬 都市計画決定の告示（予定）

    令和2年9月中旬 市議会へ条例改正の提案（予定）

    令和2年10月1日 条例施行（予定）

    令和2年11月中旬 都市計画審議会（予定）

（建築物の高さの制限緩和について都市計画審議会を開催予定）

１．概要

２．対象区域の現状等

４．これまでの経過と都市計画手続き（予定）

３．都市計画マスタープランにおける当該地の整備方針

【重点産業誘致ゾーン】

IC周辺において重点的に産業の

立地誘導を図るゾーン

【産業誘致ゾーン】

【沿道複合ゾーン】

【緑化推進重点地区】

② 整備方針の凡例①都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ抜粋
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地区計画原案の計画区域
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